
１８２０１４．１１ 広報なかの

臨
時
福
祉
給
付
金
の

　

臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て
、

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

７
月
中
旬
に
申
請
書
を
お
送
り
し

て
い
ま
す
。
ま
だ
申
請
を
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、
期
限
内
に
忘
れ
ず

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
で
申
請
書
が
お
手
元
に
な
い
方

は
、
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

支
給
対
象
者
　
次
の
全
て
の
要
件

を
満
た
す
方

○
平
成
26
年
１
月
１
日
に
お
い
て

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
て
い
る
方

○
平
成
26
年
度
の
市
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

※
た
だ
し
、
市
民
税
（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養

親
族
や
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
方
は
対
象
外
。

支
給
額
　
対
象
者
１
人
に
つ
き

１
万
円

※
た
だ
し
、
対
象
者
が
次
の
い
ず

れ
か
の
年
金
や
手
当
な
ど
を
受

給
し
て
い
る
場
合
、
１
人
に
つ

き
５
千
円
加
算
し
ま
す
。

○
老
齢
基
礎
年
金
、
障
が
い
基
礎

年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
、
児
童

扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
、
障
が
い
児
福
祉
手
当
、
特

別
障
が
い
者
手
当
、
経
過
的
福

祉
手
当
、
原
爆
被
爆
者
諸
手
当

な
ど

申
請
先
　
福
祉
課
（
郵
送
可
）
ま

た
は
豊
田
支
所
地
域
振
興
課

申
請
期
限
　
12
月
26
日
㈮
ま
で

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
厚
生
保
護
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
５
５
・

２
７
６
）

給付金

介護

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
奨
励
給
付
金

▼支給額　　（単位：円）

要介護 給付額

１ ７０，０００

２ ８０，０００

３ １２０，０００

４ １２０，０００

５ １２０，０００

　
市
で
は
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
を
有
効
に
活
用
し
て
い
た
だ

く
た
め
、
次
の
と
お
り
奨
励
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

 

支
給
対
象
者
　

　
平
成
26
年
11
月
１
日
現
在
で
、

次
の
①
～
④
全
て
の
要
件
に
該
当

す
る
方

①
過
去
１
年
間
、
市
内
に
６
カ
月

以
上
住
民
登
録
が
あ
り
、
か

つ
、
「
要
介
護
１
」
か
ら
「
要

介
護
５
」
ま
で
の
認
定
を
６
カ

月
以
上
受
け
、
自
宅
で
生
活
を

営
む
方
（
老
人
保
健
施
設
や
医

療
機
関
に
入
所
・
入
院
し
て
い

る
方
は
、
３
カ
月
以
内
に
在
宅

で
生
活
す
る
見
込
み
が
あ
る
場

合
に
限
り
ま
す
）

②
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
世

帯
に
属
す
る
方

③
中
野
市
重
度
心
身
障
が
い
児

（
者
）介
護
慰
労
金
事
業
で
の

障
害
者
な
ど
に
該
当
し
な
い
方

④
今
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
間

に
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど

を
利
用
し
て
い
る
方

※
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
利
用
者

は
対
象
外
で
す
。

 

支
給
額

　
左
表
の
と
お
り
で
す
。

※
軽
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い

る
方
は
、
軽
減
額
を
控
除
し
た

額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
要
件
に
該
当

す
る
と
思
わ
れ

る
方
に
つ
い
て

は
、
11
月
中
旬

に
通
知
し
ま
す

の
で
、
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　
不
明
な
点
や
詳
細
に
つ
い
て

は
、
高
齢
者
支
援
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係

（
中
野
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
６
５
）

　
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

に
つ
い
て
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、
７
月
下
旬
に
申
請
書

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
申

請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
期
限
内

に
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 

ま
た
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
で
申
請
書
が
お
手
元
に
な
い
方

は
、
子
育
て
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

支
給
対
象
者
　
次
の
全
て
の
要
件

を
満
た
す
方

○
平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当

（
特
例
給
付
を
含
む
）
の
受
給

者
の
方

○
平
成
25
年
の
所
得
が
児
童
手
当

の
所
得
制
限
限
度
額
未
満
の
方

対
象
児
童
　
支
給
対
象
者
の
平
成

26
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例

給
付
を
含
む
）
の
対
象
と
な
る
児
童

※
た
だ
し
、
臨
時
福
祉
給
付
金
の

対
象
者
お
よ
び
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
方
な
ど
は
対
象
外
。

支
給
額
　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き

１
万
円
　

申
請
先
　
子
育
て
課
（
郵
送
可
）

ま
た
は
豊
田
支
所
地
域
振
興
課

申
請
期
限
　
平
成
27
年
１
月
28
日

㈬
ま
で

　
な
お
、
公
務
員
の
方
に
は
、
申

請
書
は
お
送
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

職
場
よ
り
発
行
さ
れ
た
申
請
書
、

児
童
手
当
受
給
証
明
書
、
振
込
先

の
通
帳
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）

の
写
し
な
ど
を
期
限
内
に
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
課
子
ど
も
支
援
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
５
６
・

３
６
１
）

給付金

申
請
は
お
済
み
で
す
か

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
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地区 日 時 場 所

中野 11月13日㈭
午後６時30分~

ＪＡ中野市
中野事業所

日野 11月14日㈮
午後６時30分~

ＪＡ中野市
日野事業所

延徳 11月17日㈪
午後６時30分~

ＪＡ中野市
延徳事業所

平野 11月18日㈫
午後６時30分~

ＪＡ中野市
平野事業所

高丘 11月19日㈬
午後６時30分~

ＪＡ中野市
高丘事業所

長丘 11月20日㈭
午後６時30分~

ＪＡ中野市
長丘研修センター

科野 11月25日㈫
午後６時30分~

ＪＡ中野市
科野事業所

倭 11月26日㈬
午後６時30分~

ＪＡ中野市
倭事業所

平岡 11月27日㈭
午後６時30分~

ＪＡ中野市
平岡事業所

豊田 11月28日㈮
午後６時30分~

ＪＡ北信州みゆき
南部支所

　
本
市
に
お
い
て
も
、
農
業
従
事

者
の
高
齢
化
、
後
継
者
不
足
、
遊

休
荒
廃
農
地
の
増
加
な
ど
、
農
業

に
お
け
る
「
人
」
・
「
農
地
」
に

関
す
る
課
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
、

人
・
農
地
プ
ラ
ン
、
農
地
中
間
管

理
事
業
な
ど
の
農
業
振
興
策
の
活

用
を
図
り
つ
つ
、
地
域
の
農
業
者

お
よ
び
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
よ
る

話
し
合
い
を
通
じ
て
解
決
を
進
め

る
た
め
、
左
表
の
日
程
で
懇
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
懇
談
会
で
は
、
各
種
補
助
制
度

な
ど
、
農
業
振
興
策
全
般
に
つ
い

て
も
ご
説
明
し
ま
す
。

　
農
業
従
事
者
や
そ
の
ご
家
族
、

各
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
な
ど
大

勢
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

農
政
課
農
政
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
５
３
）

▼懇談会の日程など

人
・
農
地
プ
ラ
ン
及
び
農
政
懇
談
会

農業

募集

中
野
市
地
域
防
災
計
画
の
修
正
（
素
案
）

　
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
な
ど

に
伴
い
、
市
で
は
現
在
、
中
野
市

地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
を
進
め

て
い
ま
す
。
同
計
画
の
修
正
（
素

案
）
に
つ
い
て
、
ご
意
見
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

公
表
場
所
　
危
機
管
理
課
、
豊
田

支
所
地
域
振
興
課
、
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ(http://www.city.

nakano.nagano.jp)

公
表
期
間
　
11
月
25
日
㈫
～
12
月

19
日
㈮

提
出
方
法
　
任
意
の
様
式
に
、
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
明
記
の

上
、「
中
野
市
地
域
防
災
計
画
の

修
正
（
素
案
）
に
対
す
る
意
見
」

と
記
載
し
、
危
機
管
理
課
へ
直
接

お
持
ち
い
た
だ
く
か
、郵
送
、フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
く

だ
さ
い
。

提
出
期
限
　
12
月
19
日
㈮

問
い
合
わ
せ
・
提
出
先

〒
３
８
３-

８
６
１
４
（
住
所

記
載
不
要
）

危
機
管
理
課
危
機
管
理
防
災
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
８
５
）

フ
ァ
ク
ス
�
０
３
４
９

Ｅ
メ
ー
ルbosai@city.nakano.nagano.

jp

防災

 Ｊアラートの自動放送試験を次の日程で実施します。当日
は、市内に設置している防災行政無線屋外子局（スピーカー）
および各家庭に設置されている音声告知放送端末から、緊急
放送が一斉に流れます。
 なお、訓練放送ですので、実際に行動していただく必要は
ありません。
期日 11 月 28 日㈮
時間 午前 11 時
実施団体 原則として、J アラート受信機を運用する全ての
地方公共団体
実施内容 防災行政無線および音声告知放送端末から放送を
実施
①上りチャイム
②「これは試験放送です」（３回繰り返し）
③「こちらは、“こうほうなかの ”です」
④下りチャイム
※各家庭の音声告知放送端末では最大音量で放送されます。
※災害発生や気象状況によっては、訓練放送を中止する場合
があります。

Ｊ
ジェイ

-A
ア ラ ー ト

LERT（全国瞬時警報システム）
自動放送試験を実施します

【全国瞬時警報システム（Jアラート）とは】
 国から送信される緊急地震速報、弾道ミサイル発射や武力攻
撃といった有事情報など、対処に時間的余裕のない事態に関す
る緊急情報を、人工衛星を利用して、瞬時に国から地方公共団
体に伝達し、防災行政無線を自動起動するシステムです。これ
により迅速に情報を伝達することを目的としています。

問い合わせ先 
危機管理課危機管理防災係
☎（２２）２１１１（内線２８５・２８６）

に
対
す
る
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い


